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いよいよ加速してきた「医師の働き方改革」（4回シリーズ）

〜第2回　医師労働時間短縮計画について〜

鹿児島県医療勤務環境改善支援センター　労務管理アドバイザー
特定社会保険労務士　産業カウンセラー　新屋　尋崇

1.はじめに

　先月号から、4回に渡って、主に2020
年12月22日に公表された「医師の働き方
改革の推進に関する検討会 中間とりま
とめ」（以下「中間とりまとめ」という）よ
り、医師の働き方改革の当面の見通しに
ついて（先月号）、医師労働時間短縮計画
について（今月号）、評価機能による評価
について（4月号）、及び複数医療機関に
勤務する医師に係る取扱いについて（5月
号）ご紹介させていただいております。
第2回である今月号のテーマは、医師労
働時間短縮計画です。医療機関において
医師の労働時間短縮を進める際のご参
考、及び医師の働き方改革に関する検討
の状況や今後の見通しの把握等のご参考
にしていただけたらと思います。

2.医師の時間外労働の上限

　2019年3月にとりまとめられた「医師
の働き方改革に関する検討会」報告書（以
下「報告書」という）では、2024年4月か
ら施行される診療に従事する勤務医の時
間外労働上限規制について、年間の時間
外・休日労働の上限を、原則として960
時間以下とします。しかし、地域医療に
おける必要性等の理由がある場合は、「地
域医療確保暫定特例水準（※）」として、
また、一定の期間集中的に技能向上のた

めの診療を必要とする場合は、「集中的
技能向上水準」（以下「C水準」という）とし
て、都道府県知事が指定する医療機関に
ついて、年間1,860時間まで時間外・休日
労働が認められることとされています。
※地域医療確保暫定特例水準…「医師
の働き方改革の推進に関する検討会」中
間とりまとめにおいて、「地域医療確保
暫定特例水準」の中に、地域医療提供体
制の確保の観点から必須とされる機能
を果たすために、当該医療機関におけ
る時間外・休日労働が年960時間を超え
ざるを得ない場合に上限を年1,860時間
とする水準（（以下「B水準」という））に加
えて、地域医療提供体制の確保のため
に他の医療機関に派遣され、当該副業・
兼業先での労働時間と通算した時間外・
休日労働が年960時間を超えざるを得な
い場合に通算の上限を年1,860時間とす
る水準（（以下「連携B水準」という））を設
けることとされています。

　このB水準、連携B水準及びC水準の対
象要件に個々の医療機関が該当するか否
かについては、医療機関における医師の
長時間労働の実態及び労働時間短縮の取
組状況について、評価機能（※）による評
価を実施し、その結果等を踏まえて都道
府県が指定（有効期間3年）することとさ
れています。その評価の基礎ともなるも
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のが、医師労働時間短縮計画（案）（以下
「計画」という）です。

※評価機能…各医療機関の労働時間短
縮の実績と取組を分析・評価すること
を主な業務とする機関となる予定で
す。B・連携B・C水準の対象医療機関

（（2024年4月より前の時点においては
B・連携B・C水準の対象医療機関とし
ての指定申請を予定している医療機
関））が評価の対象とされます。

3.計画について

　計画は、医師の労働時間短縮のための
取組項目を記載するほか、前年度の医師
の時間外労働実績等を記載し、改善状況
を各医療機関において毎年検証してい
き、実際の労働時間短縮を実現していく
ために活用するものです。さらに、評価
機能が行う長時間労働の実態及び労働時

間短縮の取組状況の分析評価の基礎とも
なるものです。
　計画の記載事項等については、労働時
間の適切な把握及び労働時間短縮の取組
を促すものとなっているかという視点で
の検討が重要となる一方、各医療機関に
よってこれまでの取組状況や今後の取組
の実現可能性等が異なると考えられるた
め、①全医療機関に共通して記載を求め
る事項として何が適切か、②医療機関独
自の取組等、多様性を踏まえたものとな
っているか、③計画の策定に当たっては、

「医療勤務環境改善マネジメントシステ
ム」として各職種（特に医師）が参加して
検討を行う等の手順が想定されているが
計画についてPDCAサイクルが組み込ま
れているか、という3つの視点から整理
されました。
　計画の策定義務対象医療機関、策定の

（医師の働き方改革の推進に関する検討会　中間とりまとめの公表について より）
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流れ、記載事項等については、「医師労
働時間短縮計画策定ガイドライン（案）

（以下「ガイドライン案」という）」に記載
されています（後述）。
　なお、2023年度中にB・連携B・C指
定を受けるため、医療機関は、2022年度

中に受審する評価機能による評価の基礎
となる労働時間短縮計画（案）に基づく
PDCAサイクルによる労働時間短縮の取
組を2021年度中に開始する必要がある
とされています。

4.「ガイドライン案」の内容

　ここからは、ガイドライン案（案であ
ることにご留意ください）の記載内容を、
抜粋（一部編集（（加筆）））してご紹介いた
します。詳細は原文（6.参考・引用を参照）
をご確認ください。

（ア）策定義務対象医療機関
　年間の時間外・休日労働時間数が 960 
時間を超える医師の勤務する医療機関に
ついては、計画の策定が求められます。
具体的には、2021年度中に係る36協定の
届出を行った医療機関のうち、年間の時

間外・休日労働時間数が960時間を超え
る36協定を締結する医療機関、又は副
業・兼業先の労働時間を通算すると予定
される年間の時間外・休日労働時間数が
960時間を超える医師が勤務する医療機
関は、2021年10月から2022年9月末まで

（予定（（見込）））に計画を策定し、策定後、
医療機関が所在する都道府県に提出する
必要があります。
　なお、今後B・連携B・C水準の指定を
受ける予定のない医療機関であっても、
2023年度までの間で、時間外・休日労働

（医師の働き方改革の推進に関する検討会　中間とりまとめの公表について より）
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の時間数が960時間を超える医師が勤務
する医療機関であれば、計画の策定義務
対象医療機関に含まれることに留意する
必要があります。
　計画は、医療機関毎の取組を記載する
ものではありますが、医師の自己申告等
により把握した副業・兼業先の労働時間
を通算した時間外・休日労働時間数を基
に、策定義務対象の判断、及び労働時間
数の実績、及び目標、並びに労働時間短
縮に向けた取組を記載します。

（イ）計画期間と計画の対象
　2023年度までの計画期間は、計画始期
が2021年10月から2022年9月末までの任意
の日（予定（（見込）））、計画終期が2024年3
月末日です。計画の策定単位は医療機関
を原則とし、計画の対象職種は医師のみ
です。また、当該医療機関に勤務する医
師のうち、全員を計画の対象とすること
も可能ですが、長時間労働を行う個々の
医師を特定して当該医師の労働時間の短
縮に係る計画を策定することや、長時間
労働が恒常的となっている診療科に限定
して、診療科単位で策定することも可能
とされます。なお、B・連携B・C水準の
いずれか複数の指定を受けている（受ける
ことを想定している）医療機関は、一つの
計画としてまとめて策定することも可能
ですが、その場合には、例えば、全勤務
医共通の取組とC-1水準の対象となる臨床
研修医のみに適用される取組を区別する
等、取組の対象となる医師が明らかにな
るよう計画に記載することが求められま
す。複数のプログラムについてC-1水準指
定を受けている（受けることを想定してい
る）医療機関についても同様です。また、
C-1水準指定を受けている医療機関のう
ち、基幹型研修施設は、協力型研修施設
における労働時間についても把握しプロ

グラム全体として時間外労働時間が適正
化されるよう、計画を策定します。なお、
B・連携B・C水準の適用医師で書き分け
ることも考えられます。

（ウ）策定の流れ
　計画の策定においては、「医療勤務環
境改善マネジメントシステム」のPDCA
サイクルを活用して、各医療機関におい
て、医師を含む各職種が参加する合議体
で議論し、対象医師に対し計画内容を説
明し意見交換する等の手順を踏むことが
期待されます（計画の必須記載事項の④
に、「策定プロセス」の項目があります）。
　なお、中間とりまとめには、複数医療
機関に勤務する医師に係る取扱いにおけ
る副業・兼業先の労働時間の把握に関し、

「計画策定に係るPDCAサイクルの一環
として、当該医療機関に勤務する医師全
員を対象として労働時間短縮に向けたガ
イダンスを行うこととし、その中で申告
を呼びかける」とあります。
　医療機関は、計画に前年度の実績を記
入し、必要な見直しを行った上で、毎年、
都道府県に提出します。なお、計画は、
公表する必要はないものの、医療機関の
判断により公表することを妨げるもので
はありません。また、計画を改定する際
には、上述のPDCAサイクルの中で自己
評価を行います。

（エ）記載事項
　計画の記載事項は、必須記載事項とそ
れ以外に分かれ、医療機関の判断により
計画の内容を検討できることとされまし
た。なお、一部の診療科や医師を対象と
する取組とする場合には、その旨も明ら
かになるように記載します。
◆　必須記載事項
①労働時間数
　以下の全ての項目について、前年度実
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績及び当年度目標並びに計画期間終了年
度の目標を記載します（当年度から終了
年度までの間に目標時間数を設定するこ
とは任意）。
　集計する単位は、指定を受けている（受
けることを想定している）水準ごとに医
療機関全体（医師に限る）及び診療科又は
プログラム/カリキュラム単位で記載し
ます。
　対象となる診療科又はプログラム/カ
リキュラムは、前年度の時間外・休日労
働時間数が960時間を超えた医師のいる
診療科又はプログラム/カリキュラムで
す（計画期間中に、年間の時間外・休日
労働時間数が960時間を超える医師が新
たに生じた場合は、診療科又はプログラ
ム、カリキュラム単位で追加します）。
　・ 年間の時間外・休日労働時間数の平均
　・ 年間の時間外・休日労働時間数の最長
　・ 年間の時間外・休日労働時間数960時

間超〜1,860 時間の人数・割合
　・ 年間の時間外・休日労働時間数1,860 

時間超の人数・割合
　各医療機関は、上記の区分を更に細か
く区分けする等、医師の年間の時間外・
休日労働時間数を適切に把握するための
工夫をすることが望ましいとされます。
また、C-1水準におけるプログラム/カリ
キュラム内の各医療機関は、当該医療機
関における研修期間中の労働時間を年単
位に換算して年間の時間外・休日労働数
を算出します。
　なお、国全体の労働時間の短縮目標と
して、医師労働時間短縮目標ラインが設
定されます（詳細は中間とりまとめ6（2）を
参照）が、各医療機関は同ラインを目安に
労働時間数の目標値を設定し、計画的な
労働時間の短縮に取り組んでいきます。
②労務管理・健康管理

　以下の全ての項目について、前年度の
取組内容及び当年度の取組目標並びに計
画期間中の取組内容を記載します。
　・ 労働時間管理方法
　・ 宿日直許可基準に沿った運用
　・ 医師の研鑚の労働時間該当性を明確

化するための手続等
　・ 労使の話し合い、36協定の締結
　ここで、何時間の時間外労働等が適切
なのか等を労使で話し合うこと（医師か
ら意見をくみ取ること）、36協定を適切
なプロセスを経て締結していただくこと
等が重要です。なお、前年度の医師の時
間外労働等の実績と36協定に定められた
時間数とが大きく乖離している場合に
は、その協定時間数の必要性について当
該医療機関内で検討した上で、必要に応
じて36協定に反映するようにしていくこ
と等が報告書では提案されています。
　・ 衛生委員会、産業医等の活用、面接

指導の実施体制
　・ 追加的健康確保措置の実施（※）
　（※2024年3月以前は、まだ義務付けら
れていないため、記載は任意です）
③意識改革・啓発
　以下の項目のうち、最低1つの取組の
実績と目標を計画に記載します。ただし、
働き方改革に関する意識改革・啓発につ
ながると思われる医療機関独自の取組に
代えることも可能です。
　・ 管理者マネジメント研修
　・ 働き方改革に関する医師の意識改革
　・ 医療を受ける者やその家族等への医

師の働き方改革に関する説明
④策定プロセス
　各職種が参加する委員会や会議、チー
ム等において計画の検討を行い、策定し
たか、また、計画内容について医師にき
ちんと周知されているか等を記載します。
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◆任意記載事項
　以下の（1）〜（4）それぞれにおいて、最
低1つの取組の実績と目標を計画に記載し
ます。ただし、具体的な取組は、医療機
関独自の取組に代えることも可能です。
　なお、「医師の働き方改革を進めるた
めのタスク・シフト/シェアの推進に関
する検討会」における議論を踏まえ、タ
スク・シフト/シェアに関する通知（以下

「通知」という）が発出予定（2021年1月21
日現在では「議論の整理」が公表されてい
ます（（6.参考・引用を参照）））であり、（1）
における取組を記載する際には、通知を
参考にします。
　⑴ タスク・シフト/シェア（通知を参考

に取組を記載します）
　⑵ 医師の業務の見直し（外来業務の見

直し等）
　⑶ その他の勤務環境改善（ICTその他

の設備投資等）
　⑷ 副業・兼業を行う医師の労働時間の

管理（副業・兼業先の労働時間も踏
まえた勤務シフトの管理等）

（オ） 評価機能による評価における計画の
位置づけ

　評価機能による評価は、計画に記載さ
れた目標の項目に基づいて評価を行うこ
ととなるため、その意味でも、計画に記
載する目標は医療機関にとって重要とな
ります。
　ただし、評価機能は、客観的な評価基
準を元に、医療機関における医師の労働
時間の実績や、労働時間短縮の取組状況
を評価するため、計画に実現可能性の高
い項目のみ記載することや、実績を勘案
して不十分な目標値を設定することは、
必ずしも良い評価結果を得るとは限らな
いとされます。
　また、評価結果に応じて計画の見直し

を行うことも重要です。評価結果は、単
に良い悪いといった定量的な評価だけで
はなく、取組が不十分であり、改善すべ
き事項も明らかになるため、取組目標の
追加や妥当な目標値への再設定を行い、
実効性のある計画とすることが必要であ
るとされます。

5.おわりに

　今月号では、医師労働時間短縮計画に
ついてご紹介させていただきました。医
師の労働時間短縮を進める際などのご参
考、及び医師の働き方改革に関する検討
の状況や今後の見通しの把握等のご参考
にしていただければと思います。
　なお、ガイドライン案に「計画の策定
に当たっては、必要に応じて医療勤務環
境改善支援センターに相談し、アドバイ
スを受けることが望ましい。その際、計
画の内容のみならず、医療機関の勤務環
境の改善に向けた支援を同センターから
受けることも効果的と考えられる」とあ
ります。ご相談や支援要請は、鹿児島県
医療勤務環境改善支援センター（TEL：
099-813-7731）までぜひご連絡ください。
　来月号では、評価機能による評価につ
いて、ご紹介させていただきます。

6.参考・引用

厚生労働省　医師の働き方改革の推進に
関する検討会　中間とりまとめの公表
について

（ht t p s：//www .mh lw . g o . j p / s t f /
newpage_15655.html）

厚生労働省　タスク・シフト/シェア推進
に関する検討会　議論の整理の公表に
ついて

（ht t p s：//www .mh lw . g o . j p / s t f /
newpage_15678.html）


